
麻 l

ピン人経済連携協定 (EPA)に基づくインドネシア人及びフイリ

看護師 介護福祉士l・補者の流在期間の延長について

ｎ

句6成

23年 3月

議  決

咆 括的経済連携に円する基本方金卜J(平成 22年 H月 9日 間議決定)に基づ

き国家戦略担当大臣の下に設置された「人のフ動に関する検討グループJ(平成

22年 11月 15日 国家戦略担当大臣決定)において 経済上の連携に関する日本

国とイン ドネシア共和国との問の協定 (平成 20年条約第 2号 以下 f曰 インド

ネシアEPA」 という )及び経済上の連携に開する日本国とフィリピン共和回

との間の協定 (平成 20年条約第 16号.以下「日フィリピンE PAJと いう。)

に基づき本邦に滞在しているイン ドネシア人及びアィツピン人のを・
‐獅 候補者

並びに介議福祉士候補者 (以下「外国人看護
'市

 介護福祉士候補者Jと いう。)

の扱いについて検討を行ってきたところ 同グループにおける検討結果を踏ま

え 次のとおり決定する.

1 ^定の趣旨

ロインドネシアEPA又は日フィリピンEPAに基づき本デ限こ入国 滞在

する外国人着護師 介護福祉■ll柿者は 協定に基づく|・在朝問中に国家資

格を取得できない場合 帰回することとなるが 受験時期までの就労 研修

期 l・|・・・短かつた事情はあるものの これまでのところ国家資イを取得者の数は

非常に限られており 候補者が国家資格取得という目的を達成することが容

易ではないことが判明した.

本件決定は 上記「包括的経済連携に関する基本方●IJにおける「国を開

くJ という観 にから また 相手日との関係で一定の外交上の配慮が求めら

れる状況の下 一定の範囲の外国人警護師 介護福祉士候補者が 協定外の

枠組みにおいて 協定に基づく滞在期間を超えて日本で就労 研修を継..し

国家試験を受験する機会を特例的に一回に限り得 られるようにするものであ

る.

2 本邦にお在している外国人看謹lT 介護福rlL士候補者の特例的な滞在期間

の延長

政府は 曰インドネシアEPA及び日フインピンEPAに規定する義務を

超えて 就労開始後に受入施設で行われる外国人看護師 介護福祉■候補者

に対する追加的な学習支援を平成22年度から本格的に開始したところである.

この本格的な支援が開始される前の平成 20年_F又は平成 21年度に入口した

外国人看護ll 分護福llL士候補者 すなわちイン ドネシア人看護師候補者及

び介護勧 [士候補者第 1障及び第 2陣並びにフィリピン人看護師候ネ龍普及び



介護福祉士候補者第 l FI(注 :各国との受入11度開始初年度に入日した候補

者を「第 1障Jと い う。)については 外交上の配慮の観点から,瞼の扱いと

することも詐容されるとの考え方から 日インドネシアEPA及びロフィリ

ピンEPAによる受入枠組みを前捉とした上で、研修意欲の低下を招かない

よう配慮しつつ 3 の一定の条件に該当した場合に 就労 研修しながら

脇定に基づくお在期 F・5中 の最後の国家試験の次年度の国家試験合格を目にす

こと等を可能とするため 追加的に 1年間の滞在期間延長を認める対象とす

る.

3 滞在翔間の延長を認めるに当たつての条件

(1)イ ンドネシア人第 1陣着護師候補者

インドネシア人第 1陣看護師候滸首のうち 次のいずれにも該当する場合

に限り 所要の手続及び審杢をF_て 2 のとおリー年P.lの 追加的汁在を認

めることができるものとする。

ア 追加的な滞在期間における就労 研修は 臨定に基づく受入機関との雇

用契約に基づいて行われること.

イ 候補者本人からつ,23年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思

が表明されていること。

ウ 受人機関により 平成 23年度の国家試験合格を目指すため 候補者の

特性に応した研修改善計画が組織的に作成されていること.

工 受入機関により 平成 23年度の国家試験合格に向けた受入体制を推タ

するとともに、上記.I画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明さ

れていること。

オ T・成 22年 F‐ の国家試験の得点か一定の水準以上の者であること.

(2)その他の滸在期間の延長の対象者

2 の外国人看護師 介護福71t士候補者のうち イン ドネシア人看護ll候

補者独 陣以外の候補者 (以下「そのlLの対象者Jと いう。)が 一回に限

り日本で就ォ IT修 しながら国家試験を受験する機会を得られるようにする

ための追力!的な滞在期間の延長は 就労開始 ..に行 う研修に対する政府によ

る文捩を受けた程度及びインドネシア人第 1陣看護師候補者に対して適用

する3(1)オ の基準 (注 :その他の対象者にとって協定に基づく滞在にお

ける最後の受験機会 となる国家試験の得点)も 勘案 しつつ 基本的には3

(1)と 同様の条件の下にこれを認めることとする。その具体的な内容につ

いては 政めて検討する.

(以上)


